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（
協
定
に
関
す
る
日
本
国
外
務
大
臣
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
命
全
権
大
使
と
の
間
の
書
簡
）

（
日
本
側
書
簡
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び

安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条

に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
言

及
す
る
と
と
も
に
、
次
の
こ
と
を
閣
下
に
通
報
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１
ａ

協
定
第
五
条
の
規
定
の
運
用
上
、
日
本
国
政
府
は
、
協
定
第
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
日
本
国
が
負
担
す
る
経
費
の
日
本

国
の
各
会
計
年
度
の
た
め
の
概
算
要
求
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
本
国
の
会
計
年
度
の
前
年
度
に
先
立
つ
三
会
計
年
度
に

お
け
る
年
平
均
労
働
者
数
の
平
均
（
ｉ
か
ら
ｖ
ま
で
に
定
め
る
日
本
国
の
各
会
計
年
度
の
労
働
者
数
（
以
下
「
上
限
労
働

者
数
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
算
定
を
す
る
方
針
を
有
す
る
。

ⅰ

日
本
国
の
平
成
二
十
三
会
計
年
度:

二
万
三
千
五
十
五
人

ⅱ

日
本
国
の
平
成
二
十
四
会
計
年
度:

二
万
三
千
五
十
五
人
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ⅲ

日
本
国
の
平
成
二
十
五
会
計
年
度:

二
万
二
千
九
百
四
十
七
人

ⅳ

日
本
国
の
平
成
二
十
六
会
計
年
度:

二
万
二
千
八
百
四
十
人

ⅴ

日
本
国
の
平
成
二
十
七
会
計
年
度:

二
万
二
千
六
百
二
十
五
人

ｂ

た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
会
計
年
度
に
お
け
る
年
平
均
労
働
者
数
に
関
し
、
当
該
会
計
年
度
の
前
年
度
に
先
立
つ
三
会
計

年
度
に
お
け
る
年
平
均
労
働
者
数
の
平
均
と
の
比
較
に
お
い
て
相
当
の
増
減
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
上
限
労
働
者
数

の
範
囲
内
で
、
当
該
会
計
年
度
の
概
算
要
求
額
算
定
上
の
年
平
均
労
働
者
数
の
調
整
を
行
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。

２
ａ

協
定
第
五
条
の
規
定
の
運
用
上
、
日
本
国
政
府
は
、
協
定
第
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
日
本
国
が
負
担
す
る
経
費
の
日
本

国
の
各
会
計
年
度
の
た
め
の
概
算
要
求
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
本
国
の
会
計
年
度
の
前
年
度
に
先
立
つ
三
会
計
年
度
に

お
け
る
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
料
金
又
は
代
金
の
支
払
に
要
す
る
経
費
の
全
部
の
平
均
に
、
ⅰ
か
ら
ｖ
ま
で
に
定
め
る

日
本
国
の
各
会
計
年
度
の
割
合
を
乗
じ
る
こ
と
を
も
っ
て
算
定
を
す
る
方
針
を
有
す
る
。
協
定
第
二
条
の
規
定
に
従
っ
て

日
本
国
が
負
担
す
る
経
費
は
、
二
百
四
十
九
億
百
九
十
万
八
千
円
（
二
四
、
九
〇
一
、
九
〇
八
、
〇
〇
〇
円
）
（
以
下

「
上
限
経
費
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
す
る
。

ⅰ

日
本
国
の
平
成
二
十
三
会
計
年
度:

七
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
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ⅱ

日
本
国
の
平
成
二
十
四
会
計
年
度:

七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

ⅲ

日
本
国
の
平
成
二
十
五
会
計
年
度:

七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト

ⅳ

日
本
国
の
平
成
二
十
六
会
計
年
度:

七
十
三
パ
ー
セ
ン
ト

ⅴ

日
本
国
の
平
成
二
十
七
会
計
年
度:

七
十
二
パ
ー
セ
ン
ト

ｂ

た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
会
計
年
度
に
お
け
る
概
算
要
求
額
に
関
し
、
相
当
の
増
減
が
当
該
会
計
年
度
以
降
長
期
的
に
見

込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
上
限
経
費
の
範
囲
内
で
、
協
定
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
両
政
府
間
の
協
議
に
従
っ
て
当
該
会
計
年

度
の
概
算
要
求
額
の
調
整
を
行
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。

ｃ

前
記
２
ａ
に
い
う
日
本
国
の
各
会
計
年
度
の
た
め
の
概
算
要
求
額
に
関
し
、
日
本
国
政
府
は
、
当
該
概
算
要
求
額
に
、

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
住
宅
で
あ
っ
て
、
施
設
及
び
区
域
の
外
側
に
あ
る
も
の
に
係

る
経
費
を
算
入
し
な
い
方
針
を
有
す
る
。

ｄ

日
本
国
政
府
は
、
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
下
水
道
及
び
燃
料
の
調
達
契
約
の
状
況
を
常
時
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
合
衆
国
政
府
か
ら
現
行
契
約
の
内
容
の
通
知
を
受
け
、
ま
た
、
契
約
の
変
更
若
し
く
は
廃

止
又
は
新
た
な
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
る
と
き
は
事
前
に
そ
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
と
も
に
、
必
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要
に
応
じ
、
協
議
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
意
向
を
有
す
る
。

３

協
定
第
五
条
の
規
定
の
運
用
上
、
日
本
国
政
府
は
、
協
定
第
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
日
本
国
が
負
担
す
る
経
費
の
日
本
国

の
各
会
計
年
度
の
た
め
の
概
算
要
求
額
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
政
府
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
本
件
経
費
見
積
り
を
考
慮
し
て
算

定
を
す
る
方
針
を
有
す
る
。

４

本
件
経
費
負
担
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
、
両
政
府
は
、
協
定
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
一
年
一
月
二
十
一
日
に
東
京
で

日
本
国
外
務
大
臣

前
原
誠
司

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
命
全
権
大
使

ジ
ョ
ン
・
Ｖ
・
ル
ー
ス
閣
下
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（
米
国
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条
に

つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
本
日
付
け
の
閣
下
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
す
る
と
と
も
に
、
次
の
こ
と
を
閣
下
に
通
報
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

１

合
衆
国
政
府
は
、
閣
下
の
書
簡
１
ａ
及
び
ｂ
、
２
ａ
、
ｂ
及
び
ｃ
並
び
に
３
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
日
本
国
政
府
の
方
針

に
異
議
を
有
し
な
い
。

２

合
衆
国
政
府
は
、
日
本
国
政
府
が
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
下
水
道
及
び
燃
料
の
調
達
契
約
の
状

況
を
常
時
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
日
本
国
政
府
に
対
し
、
現
行
契
約
の
内
容
を
通
知
し
、
ま
た
、
契
約
の
変
更
若

し
く
は
廃
止
又
は
新
た
な
契
約
の
締
結
を
行
う
と
き
は
事
前
に
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
政
府
の
要
請
に

応
じ
て
協
議
を
行
う
意
向
を
有
す
る
。
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３

本
件
経
費
負
担
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
、
両
政
府
は
、
協
定
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
一
年
一
月
二
十
一
日
に
東
京
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
命
全
権
大
使

ジ
ョ
ン
・
Ｖ
・
ル
ー
ス

日
本
国
外
務
大
臣

前
原
誠
司
閣
下


